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日 本 機 械 工 業 の 社 会 的 分 業 構 造 U )
—— 下請制研究の新たな視座を求めて一

渡 辺 幸 男
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は じ め に

近年，日本の下請制についての研究は，その主たる課題を，かつての下請関係を通しての下請中 

小企業へのしわ寄せといった発注側大企業が受注側中小企業にもたらす諸問題の解明から，独自な 

生産システムとして下請関係を把握し下請制のもつ意味や機能を解明することへと，大きく変化さ 

せてきている。特に，日本の機械工業の国際競争力の水準が高まるにつれ，日本の機械工業の競争 

力を高いものとしている独自な点として，日本の下請制のあり方が注目されてきている。このよう 

な下請制を見る視角の変化から，下請関係そのものの把握の仕方も変化し，しわ寄せ等の問題性を 

専ら課題としていた時点と比較して，下請制の意味等についてより幅広く把握するようになってき 

ている。

しかし，本論で見るように，新しい視角からの下請制論もまた，専ら発注側大企業と受注側中小 

企業との直接的取引関係の特色を問題とするという意味では，旧来の下請制論と方法的にはあろい 

は設定された議論の場としては，同一の議論であるといえる。個別の下請関係の特色を考察しその 

もつ意味を考えるという点では，何ら方法的変化はない。負の評価ではなくプラスの評価を与える 

ところに独自さがあるにすぎない。

本稿では，先ず第1部で，旧来の下請制の持つ問題性を解明しようとする議論，さらには下請制 

の持つ生産力的有効性を強調する議論，国際競争上の優位性をもたらすものとして下請制を見る議
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論，これらのいずれもが陥っている下請制検討の視野の狭さ，設定された議論の場の狭さを指摘し 

これらの視座の下請制把握の服界を明らかにする。

そのうえで第2 部において，下請制の意味あるいは問題性を考えていく際，機械工業とくに中小 

企業の社会的分業関係について地域視点を入れて考察することが不可欠であることを明らかにする。 

さらには，この視座の妥当性を示すために，私がこれまで実態研究を重ねてきた東京城南の機械工 

業の例を取り上げ，検討を加えることにする。そのことにより，本論文が提起する視座が，いかな 

る可能性を持つものかを提示する。

第 1 部既存議論が設定している場

1 下請制についての従来の議論—— 高度成長期まで——

これまでの日本の下請制についての議論の内容と論理展開については，機械工業の下請制を中心 

に，すでに3 つの論稿で整理した（渡辺，1985a)(渡辺，1985b)(渡辺，1985c)。本稿ではまず，そ 

こで整理された議論の骨子を紹介することにより，従来の議論の対象あるいは視角そして設定され 

た議論の場がどのようなものであったかを，ごく簡単な形ではあるが確認しておく。

下請関係そのものは発注側企業と受注側企業との特定の取引関係形態を意味し下請制を論じる 

とき，まずもって両者の関係の特色を検討することは当然のことといえる。ここでの検討課題は， 

このような下請制の検討がどのような点にその特色を見出しているのかを明らかにしたうえで，そ 

れらの検討が関係それ自体のみの検討に留まっているのかどうかを見ることにある。さらに，その 

ことが下請制の検时においてどのような限界をもたらしているかを明らかにすることにある。それ 

ゆえ，以下でのこれまでの議論の検討においては，関係把握の特色と設定された議論の場の幅に対 

象を限定する。

(1) 下請問題の提起

日本の下請制研究は，戦中の日本工業の他先進S に対する遅れの問題性の中心的問題として，下 

請制が取り上げられたことに始まるといってよい。藤田 . 小宮山論争として，日本の中小企業研究 

上最大の論争の1つが，日本の下請制の評価をめぐって行なわれ，そこでの論点とその広がり力:， 

そのごの下請制研究のあり方に決定的な影響を与えた。

そこでは議論の中心として，中小工業の存立形態と発注側企業の資本としての性格，そして，中 

小企業の販売先•納入先とのつながりのあり方が問題とされている。小官山氏は，新旧の問屋制エ 

業のもとでの中小企業と，専属的下請関係にあり大工業と中小工業の有機的結合のもとにある下請 

工業中小企業とを对比し，後者の形態が中小企業の技術的遅れを克服する契機を含みうるものであ 

ると指摘している。それにたいして，藤田氏は，下請工業のなかに問屋制工業的経営との基本的共 

通性を見出し，商業資本による支配であるがゆえに下請中小企業は商業資本の外業部にすぎず，中 

小工業が技術の停滞性を克服していく契機を見出せないとした（渡辺，1985 b, PP.390-395)。
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本稿で問題とするのは，藤田 • 小宮山両氏の議論それ自体の内容ではなく，両氏が設定した議論 

の対象とその広がりである。ここで問題とされているのは，下請関係にある中小企業とそれにたい 

して発注している企業との関係および堯注している企業の性格である。問屋という商業資本かそれ 

とも製造業企業が発注しているのかが問われ，それらの企業と下請関係にある中小企業との関係が 

問われている。そして，その発注企業の性格と取り結ばれた関係から下請中小企業の技術的発展の 

可能性が結論付けられている。この意味では兩氏の間には差異は存在しない（渡辺，1985b, PP. 391- 

393)0

このように設定された議論の場の梓内で，雨氏ともに下請企業の技術力向上の停滞性と被収奪を 

一体のものとしてみているという点でも共通性をもち，專属的下請関係に収奪彼収奪関係を見出す 

かどうかについてのみ，大きな認識の差異が両氏に存在している。この唯一の差異のために，結論 

的には，専属的下請関係にたいし生産力的発展，技術的停滞の打破の契機を見るかどうかについて， 

両者に大きな見解の相違をもたらした（渡辺，1985 b, P.393)。 それゆえにこそ激しい論争となった 

ということができる。当時の議論において雨氏ともに，収奪等の関係の形成について，資本間の関 

係そのものあるいは直接的な当事者である資本の性格を越えて考察を広げるという視座は存在して 

いなかった。

(2) 系列論争がなされた場

戦後の高度成長過程で，下請中小企業の技術的後進性•遅れの克服の問題としてとりあげられた 

下請系列化をめぐる論争においても，議論の設定された梓組はほぼ同まであったといえよう。すな 

わち，論争の一方の当事者が藤田氏であったこともあり，そこでは専属的下請関係のもとでの親企 

業による指導に依存する下請中小企業の技術的発展を，下請関係の一形態と見るべきか，それとは 

別個の関係形態であると見るべきかで議論が戦わされた。

親企業の指導に依存しながら技術的に急速に発展していく専属的下請中小企業の大量形成という 

現実展開のもとで，戦中の論争と同じ議論の梓組のなかで，下請関係の意味の再検討が行なわれた。 

そのため，議論は，戦中の議論のそれぞれの主張者ないしはその継承者が，戦後の状況下でそれぞ 

れの論理と食い違ってきた現実，すなわち下請中小企業が収奪を受けているという問題性の継続と 

下請中小企業層の急激な技術的近代化との共存を，どのような形で自らの論理に組み込むかに終始 

すろことになる。一方は新たな関係であることを強調し，専属的下請関係と「系列関係」とを区別 

することを強調し，他方の議論は専属的下請形態の一形態であることを強調するに留まった〔渡辺， 

1985 b, PP. 395-398)。

この論争は華々しく行なわれ多数の人が参加したにもかかわらず，方法的にも設定された議論の 

場にほとんど新たなものは存在しないで終っている。現実の下請中小企業が既存の論理で説明でき 

ない展開を示したのに対し，別個のものであるとしてよしとする力S 無.理に既存の概念のなかに押 

し込んでしまう力S これらのいずれかに終始したのである。

この時期の系列論争が以上の意味で不毛であったのは，下請中小企業の動態的な変化の可能性を.
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あくまでも発注側資本の性格と下請関係の形態の範囲内で説明しようとした議論の場の狭さによる。 

戦前 • 戦中の下請中小企業の技術的停滞を説明した論理を，その議論の限界を自覚することなく， 

戦後の状況下で展開させようとしたことに起因する問題性なのである。

今日から当時の状況を振り返るならぱ，下請中小企業を利用する側の大企業にとって下請中小企 

業の技術的後進性の克服が不可欠であったように，当時の多くの下請中小企業にとっても中小企業 

間の激しい競争を生き残るために技術的水の高い下請企業となることが必須のことであったとい 

える。当時の大企業がま己資本比率の極端な低下を省みず積極的に設備投資を行なったように，収 

奪されかつ不安定な状況を少しでも克服するために，下請中小企業も親企業の要請に応えて，無理 

をしてもより高度な技術を導入せざるをえなかったのである。

しかし，このような状況を把握し，収奪のなかでの下請中小企業の技術的高度化を理解すること 

は，当時設定されていた議論の場の中では非常に困難であった。すなわち，当時の議論の梓組は， 

戦前来の梓組をそのまま受け継いだことにより，発注側企業の性格と下請関係の直接的支配収奪関 

係のみを視野に置くことを可能にするにすぎなかった。そのため，新技術の導入等を下請中小企業 

にも促迫していく論理を解明していく議論の場を，そもそもこの論争は持ちえなかったといえる。

(3) 競争論的視座の提起

下請関係の当享者の資本としての性格や下請関係の特色のみに論理的枠組を限定し下請関係を理 

解していくという方法にたいし，その限界を批判し下請関係を規定する論理として，下請中小企業 

間の競争関係を組み込んでいく方法的視座が， 1960年代初めに提起された（渡辺，1985b, PP. 398- 

399)。

このような視座は，まずもって現代資本主義における独占的市場における競争と，下請中小企業 

が置かれた市場における過度競争との関係として，独占資本主義論の一般的な論理のなかで展開さ 

れた。この立場から書かれた1960年代初めの中村秀一郎氏の著作がその初期の代表といえる（中村 

秀一郎，1962)。 そのなかでは下請関係を対等ならざる外注関係として把握し，その根拠を発注側大 

企業の独占的市場支配と中小企業の過度競争に求めている。ただし，そこでは競争論的視角が設定 

されたのであるが，それによる解明の主要課題が収奪の根物Lであったことにより，競争論的視角の 

可能性，すなわち，動態的な下請関係把握という形での展開はなかった。

この時点での下請関係の競争論的な把握は，議論の場を広げ，可能性として下請関係の動態を把 

握する場を提供したが，現実の課題が下請収奪の解明であったことにより，十分な展開を成しえな 

かったといえる。

( 4 ) 課題•視点の多様化とその内容

高度成長を経過したことにより1980年代初めには，日本の下請企業の技術水準は，下請企業が専 

門化した狭い範囲の技術であれば，親企業と邁色のないものと，下請中小企業自身によって自覚さ 

れるものとなってきた〔商工中金，1983, P.71)。戦前来の課題であった下請中小企業の技術的遅れの 

問題が，まがりなりにも解決をみたといえる。このような変化のなかで，下請関係に関する問題関
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心も大きく変化することになる。

(a) 収奪論的把握否定論の議論の場

この変化のなかで最も早期に明確な形で従来の下請制論を批判したのが，1960年代半ばの中堅企 

業 論 （中村C秀)，1964)に始まる中村秀一郎氏と清成忠男氏の諸議論である。 両氏の議論は，基本 

的に従来の下請制論が主要内容としていた下請中小企業の技術的遅れと下請関係を通しての収奪と 

の2 点を，両者ともに否定するものであった（渡辺，1985b, PP. 400-401)。 その論理は，技術的遅 

れが解消したという現実. # 実ゆえに収奪はないというものである。その結果として，下請関係を 

下請問題として研究課題とすることの意義をも否定すろことになり，その後の両氏の問題設定は個 

別中小企業の中堅企業としてあるいはベンチャー. ビジネスとしての存立をめぐるものとなってい 

く。ここでは下請関係を下請関係. 下請問題として問題とすることが否定され，その論点設定その 

ものが消滅している。

(b) 多層的収奪構造の実態分析と新たな視角

これに対して，下請関係を通しての収奪を問題としながら，従来の下請関係についての議論を方 

法的に大きく越えたものが中央大学経済研究所による一連の調査研究，特にそのなかの日立製作所 

をめぐる下請構造の調查研究（中央大学経済研究所，1976)である。具体的な研究内容•成果につい 

てはすでに別稿（渡辺，1985 b, PP. 401-402)(渡辺，1985 c, pp. 472-473)で紹介してあるので， それ 

を参照していただくことにし，ここでは下請関係把握の方法的特色についてのみふれることにする。

この中央大学経済研究所の下請関係に対するアプロ一 チは，g 覚的に採用されたかどうかは別と 

して，日立地区での下請分業構造を把握することに問題を限定することにより，特定親企業との個 

別的下請関係の調査の集積が，下請関係の多層的な構造をこれまでになく全体的に浮き上がらせろ 

こととなった。すなわち，日立製作所の1次 • 2 次 . 3 次の下請中小ぎ細企業が無積し，周辺の農 

村地域と独自の関係を形成している地域の特色ゆえに，農村部における就業状況に当該地域の最底 

辺の下請企業の存立条件が規定され，それによってそれらを利用する上位の下請中小企業の存立状 

況も規定されるという関係が解明された。

従来の議論と異なり，下請関係を解明するうえで，下請企業の存立する地域的条件を重要な議論 

の場として採用したのが，この研究の方法上の大きな成果といえよう。その結果として，日立製作 

所にほぼ専属的な下請企業と最終的に日立製作所からの仕事:につながろ2 次 . 3 次の下請企業層の 

研究という制約がありながら，地域特性ゆえに，工業地域として一定の完結性を持った地城につい 

て，労働力市場といった周辺的な構造も含め，全体的な下請構造とその再生産，そしてそこでの競 

争 . 収奪の構造を解明しえたといえる。

ここで具体的に展開された下請関係把握の方法，完結性のある工業地域の中での下請階層構造の 

把握，労働力市場の構造との関係をもふまえた中小企業間競争の把握に，これまでの下請研究に欠 

落しており，かつ下請問題を含めた下請関係把握を深化させるに必要な方向での方法的展開があっ 

たといえる。なお，中央大学経済研究所のその後の研究は，伊那等の農村地域における下請企業の
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階層構造を追及したが，日立地域での研究を方法的に越えるものとはならず，また，その具体的展 

開としても組み立て型専属的下請企業を中心とする下請関係という日立地域の研究により取り上げ 

られた下請関係の一面を再度追及するものに終っている（中央大学経済研究所，1982)。

2 効率性重視下請制論の登場とその問題設定

1980年代になり日本の機械工業の全般的な国際競争力の強さが目立ってきた。特定の量産型耐久

消費財としての機械の強い■際競争力保持のみではなく，工作機械を中心とした産業機械全般が，

半導体生産用設備等を含め，高い国際競争力水準を持つようになった。この過程で，全般的な機械

工業の国際競争力をもたらす日本の工業の構造的要因として，大企業を中心とした機械工業完成品

メーカーの工場内のあり方，生産管理や労使関係が注目されると同時に，独自の下請関係の存在が
( 1)

注目されてきた。

親企業による下請企業に対する収奪の存在とその問題性をめぐるものであったこれまでの下請制 

についての議論からの，視角面での大きな変化である。従来，下請関係を収奪関係として把握する 

ことを否定した中村秀一郎氏や清成忠男氏の議論も，先にも簡単に指摘したように，下請関係を効 

率的な生産システムとして積極的に評価するのではなく，独自の下請関係を否定し自立的な専門加 

エ企業の形成を強調することが中心であった。

このような視角の変化の中で，従来の下請制についての議論が多様な形で再構成されることとな 

る。1980年代前半におけるこのような下請制把握に関する変化につい て ， 別 稿 〔渡辺，1985 a ) で 

検时を加えて'̂ 、る。以下ではまずそこでの検討結果を要約的に紹介する。

( 1 ) 効率性重視論評価の3 つの視角

1980年代初めの日本の下請制が，日本の機械工業の高い国際競争力水準に対し，どのような意味 

で影響を与え，貢献しているかという理解に関して，以下のような3 つの把握の仕方に大きくまと 

めることができる。第 1 は，r問題性遺元論」と名付けた把握の仕方である。 2 番目は，「支配従属 

論 . 準丢直的統合論」と呼んだものであり，第 3 の立場は「専門加工企業強調論」と名付けた把握 

である（渡辺，1985 a, PP. 5-12)。 

a 問題性還元論

第 1 の立場 r問題性還元論」は，高度成長期以来の下請制把握をほぼそのまま踏襲する考え方で 

ある。すなわち，この見解は，下請制が国際競争力上の優位性をもたらす根拠を，発注側の親大企 

業が下請中小企業を，低賃金労働力利用の媒介者として利用できること，収奪対象として利用しう 

ること，変動のバッファ一として利用できることに求めている。これまで語られてきた下請問題が 

存在するから，それを利用できる日本の機械工業大企業は強い国際競争力を持ちうるというのであ

法 （1 ) 例えば， J .  H .ダニングによる英国に現地生産進出した日本企業の研究①unning, 1986)の中で, 

進出日本企業の経営形態，労使関係とともに，サプライャとの関係が大きく取り上げられ，全12享の 

うちの2 享を占めている。
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る。

このような議論の典型として，池田正孝氏の議論（池田，1983)を紹介しておく。

池田氏は「何故日本企業が機械工業分野において，かくも圧倒的な国際鏡争力を持つことができたか J 

を問うて，そのために強調されるべき点の1つとして「巨大企業，大企業を頂点として，その傘下に据野 

広く多数の下請企業を効率的に利用する生産体制をとっている」（P .9 )ことを指摘する。「独特の下請生 

産ま造」力’、「類例のない効率的な競争力を発揮」(P. 9 ) させているとする。日本の下請企業の特質として 

「手作業のサプアッセンプリィ工程は」「すべて組み立て下請企業に依存する」（P.11) など外注依存率が 

高いこと，「垂直的，階層的下請生産システム」であり「階層構造の下にゆくほど親企業のク ッ シ ョ ンと 

しての役割が強まる」（PP.n-12)ことをあげ，このような構造が形成されている理由として，r下請中小 

企業と独占大企業の力関係は基本的に変化していない」（P.1 3 )ことと規模別賃金格差を前提とした「階 

層的しわ寄せ機構」が存在していることとを指摘している（P.14)。

すなわち，池田氏の議論によれぱ，日本の機械工業が下請利用を通して効率的であるのは，より低賃金 

な下請企業を大量にかつ自由に使いうることによるということになる。下請企業の技術水準の高度化は指 

摘されるが，それは「国際的水準に到達した」（P.14)ということに過ぎず，下請中小企業の技術水準ぱ 

高まったが，依然として存在する低賃金労働中心の下請企業利用こそ，日本企業の競争力を支えていると 

いうことなのである。

以上の議論に見られるような下請制の有効性についての根拠からも明らかなように，この立場の 

視座は，先に綴介したかつての下請制問題論と何ら変わらず，個別親企業と下請中小企業の個別の 

下請関係のみを問題にし，そこでの収奪等の存在を指摘しているに過ぎない。 

b 支配従属論•準垂直的統合論

第 2 の評価の見解である「支配従属論• 準垂直的統合論」は，下請関係に対して第1 の立場と同 

様に，収奪の側面が存在することを認識し，その重要性を強調する。 しかし同時に，日本の機械工 

業の国際競争力の強さの根抛として下請制を評価するとき，収奪やしわ寄せあるいは下請企業の低 

賃金利用といった側面以外の下請関係のもつ内容に注目する見解である。この立場の見解の多くは, 

日本の機拭工業における下請関係が，下請中小企業を内製に準じた形で利用することを，親企業に 

対して可能にしていることに着目している。下請中小企業を下請企業間の激しい競争にさらしなが 

ら，かつ内製と同様な利用が可能であるのが，日本の機械工業の下請関係の特色であり，そのこと 

が日本の機械工業の競争力の重要な理由の1つであるとする。

このような立場に立つ論者は多く，またそれらの論者の間での見解にもかなりの差異が存在する。 

以下では，それらの論者の1人である中村精氏の見解（中村精，1983)を紹介し，その方法的内容 

を検討する。

中村氏によれば，日本の中小企業が下請として利用される形態は，「内製に, じた利用が可能」（P.21) 

という広い意味での準垂直的統合といえる独自の企業形態であるとされる。この独自の準垂直的統合とし 

ての下請制は，機械工業の大企業に対し，中小企業の賃金格差を利用するといった商秦資本的利用を可能
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にし，同時に，支配従属関係にもとづき内製に準じた利用を可能にする。後者の関係により，収奪的利用 

をしながら，r社会的分業の制約を克服し品質コストの改善をはかる」（P.26)ことができる。このことに 

より日本の近代経済成長が達成されたとする。

同時に，このように下請中小企業という他企業を大企業が少額あるいは無出資でコントロールできるの 

'は，「イエ社会という日本における集団所属志向と集団に対する忠誠心の伝統」（pp. 40-41) ゆえであると 

している。日本社会の伝統にもとづき，内製と同様に自由に使える下請企業が，同時に親企業にとって出 

資を必要とせず賃金格差利用も可能なものであるという，親企業にとって有利な結合形態が，中村氏の言 

う独自の準垂直的統合としての下請制なのである。

このような結合関係が，個別の親企業を中心として多層的にピラミッド状に形成され，個別親企業を単 

位とした下請生産システムが国際競争力上優位性を発揮する単位となっているというのが，日本の下請関 

係のもつ効率性ということになる。

以上が中村精氏の見解の内容と方法的立場であるが，日本の機械工業における下請関係の形成要 

'因として，日本社会の特徴を強調する点で，もっとも極端な議論ともいえる。他の論者の場合，中 

村精氏とは異なり，このような特色を持つ下請関係の形成について，戦後日本の下請企業と親企業 

とが置かれた磨史的条件を強調している場合が多い。その際，戦後の日本の遅れた工業水準のもと 

での親大企業と下請中小企業双方での激しい競争関係の存在が，多くの場合強調されている（佐藤, 

1983, P. 57)(清，1983, P. 3の。

以上の「支配従属論• 準ま直的統合論」を方法的な梓組の視点から整理すれば，次のようになろ 

う。下請関係を当然のことながら，まず個別親企業と下請中小企業との間の関係，支配従属関係あ 

るいは準垂直的統合関係として把握し，同時にその関係の形成を2 つの論理から説明しているとい 

える。 1つは日本社会の伝統的な特徴，例えぱ「イニ社会」「タチ社会」といった言葉に象徴的に 

示されるような内容からの説明であり，今 1つは戦後日本の工業企業が置かれた状況，技術的後進 

性と大企業間• 中小企業間それぞれでの激しい競争関係の存在からの説明である。

高度成長期の系列論争との対比を，設定された議論の場について行なうならば，下請関係の内容 

の理解が一部変化し，さらに評価が大きく変化したと同時に，下請関係の形成の論理として，社会 

的背景に着目し，同時に戦後の諸資本間の独自の競争状況の意義を強調したことに，この第2 の視 

点の特色を見出すことができる。

C 専門加工企業強調論

第 3 の評価視角は，1970年代において下請中小企業の技術的高度化の進展ゆえに親企業による下 

請企業収奪の存在を否定し，下請関係を問題の存在から把握することを否定した議論の流れに連な 

る視角である。この視角は前2 者の視角と大きく異なり，当然のことながら，日本の下請関係の独 

自な内容自体に着目することを否定している。以下ではこの立場の例として，1980年代の中村秀ー 

郎氏の見解（中村秀一郎，1981)を紹介する。

中村（秀）氏によれぱ，「日本産業の国際比較優位」をもたらしているものは，「日本の産業組織の担い
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手」が r外注依存型企業」であること，「外注すべき中小企業の層が」rきわめて厚く，濃密な社会的分業 

体系が確立していること」（P.13),そのもとで下請企業ではない専門加工企業層が「その分野については， 

大企業の内製部門を凌ぐ実力を持つにいたり」（P.14) ,その結果としての外注依存体制の国際比絞優位で 

あるとされる。ここでは下請関係の特色である収奪あるいは支配従属関係さらには準垂直的統合関係とい 

った諸内容は，日本の機械工業の国際競争力上の優位性をもたらすものとして，一切理解されていない。 

下請制の関係を離脱した専門加工企業の存在こそが，国際的優位性をもたらす主内容とされている。

以上の中村〔秀）氏の議論でも明白なように，この立場の議論は，日本の機械工業の国際競争力 

上の優位性を外注利用に求めることには前二者と変わりがないが，その根拠を日本独自の下請関係 

のあり方に求めるのではなく，下請関係を離脱した自立的な加工企業の大量存在に求めている。下 

請関係論そのものの意義が，収奪の否定そして独まの効率性の根拠としての意味の否定により，否 

定されているということができよう。

d 3 つの視角で設定された議論の場

以上1980年代前半における，日本の下請関係の効率性論の立場からの再評価をめぐって，大きく 

3 つに分かれる立場の議論を，それぞれについて簡単に紹介し，それらの論理的枠組の特徴を明ら 

かにした。下請関係それ自体の特色の把握に留まる第1 の立場，下請関係に意味を求めることを否 

定し，下請関係を通して日本の機械工業の競争力の優位性を見ることを否定する第3 の立場，これ 

ら2 つの立場に対し，第 2 の立場は，下請-制の持つ収奪的側面を認めつつ，収$ 等の問題性それ自 

体以外の意味を日本の下請制の特色として強調している。その際，第 2 の立場が重要なのは，下ホ 

制を収奪的関係やあるいはそれ以外の下請関係それ自体の特色付けだけで見るのではなく，あるい 

は下請関係を否定するのではなく，日本の社会の独自性，さらには日本の戦後経済における諸資本 

の競争関係の独自性から日本の下請制の意義の独自性を説明しようとしていることである。

私もまた，下請関係を通しての親大企業による下請中小企業収奪等の側面を否定するものではな 

く，この意味では第1 , 第 2 の立場と同様な下請関係把握を出発点とするものである。さらに，支 

配従属の下請関係が，収奪的側面に限定されない特色を持-ち，このことを通して生産システムとし 

て効率性を発揮していることを認めるという点では，第 2 の立場と共通の立場に立つものといえる。

しかしながら，以上のような点では第2 の立場と基本的方向性において共通しているといえるが, 

同時に，議論の設定の場の広がりにおいて大きく異なっている。私は後に多少詳しく見るように. 

個別親企業と下請中小企業との関係あるいは個別親企業とその企業の下請中小企業群との関係の特 

色に注目することにおいては第2 の立場と共通である力';,日本の下請関係あるいは機械工業の国際 

競争力にかかわるような構造的特徴を解明するには，このような形での下請関係の特色の把握だけ 

では不十分であると考える。例えば，このような把握の仕方では，機械完成品を生産している中小 

企業の存在の意味を位置付けることはできない。

個別の親企業と下請企業あるいは下請企業群との関係の特色を把握し，位置付け，その意味や動 

態を考えるためには，機械工業における全体的な社会的分業構造を前提とし，そこでの分業のあひ
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第 1図日本機械工業の下請関係を中心とする分業構造槪念図

外注取引関係
--- 対等
一•*—従属
---「自立」

a部品は化下;]中小企業 
b加 工 特 化 "
C組 立 特 化 "

b l 1とい-)加に分！U' 
W化の追出能力お 

bl' 同退出能力無 
分放型 

bl' 同無ず属型

〔準〕I t接的競争範囲 

完成品メーカー部 

'f j〉完成部品メーカー部n  

'-こ、下請中小企業部門

出所：渡辺（1985 a) P.17

方や競争関係に規定されるものとして，下請関係を見ていくことが必要である。同時に機械工業の 

国際競争力を支えている，大企業の下請関係以外の社会的分業構造についても，把握していくこと 

のできる議論の場を提供しえてこそ，日本の機械工業の構造把握も包括的なものとなりうる。

(2) 社会的分業構造的視角

以上のような日本の機械工業の構造的把握の視角に基づき，別稿「日本機械工業の下請生産シス 

テムJ (渡辺，1985a)では以下のように下請制把握の枠組を設定することを提起し，その提起に基 

づく概念図，第 1 図 （渡辺，1985a, P.17)を示した。それを要約的に以下に示す。

別稿（渡辺，1985a)で，機械工業の社会的分業構造を把握するために，従来の議論特に第2 の 

立場の議論を意識し特定の個別親企業の側から下請関係を把握するだけではなく，機械工業とし 

ての社会的分業構造を把握するために，親大企業の側から下請関係. 下請構造を見るだけではなく, 

下請中小企業の側からも下請関係を見ていくことを強調した。

従来のように下請関係を親大企業の側からのみ見ると，それは多層的な「ピラミッド構造」とし 

てのみ把握され，そのピラミッドを構成する下請中小企業が中小企業間の激しい競争にさらされる 

という形でのみ，競争関係の視角が設定されるに過ぎない。それにたいして下請中小企業の側から
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下請関係を見るならば，下請関係を取り結ぶ受注先企業が多様かつ多面的なものとなる。さらに-

個別の下請中小企業が競争関係にある中小企業群の範囲も具体的に把握可能となる。

すなわち，下請中小企業は特定製品の特定部品の生産に特化しているのではなく，部品，加工，

組み立ての3 つの類型に整理されるような形で特定の分野へ特化している。例えば，加工に特化し

た下請中小企業は，特化した専門加工を利用する完成部品，完成機械あるいは機械以外の製品をも

含めて，その加工を利用する企業から受注しているしまた現時点で受注していなくとも受注可能'
( 2 )

であるといえる。それゆえ，これらの特定加工に特化した下請中小企業の場合，それらの企業と競 

争関係にある企業は，同じ受注先企業から受注する企業群ではなく，別の製品や部品の加工をして 

いる企業を含め，同一の加工に特化している企業群である。ここでの競争の状況こそ，その加工分 

野の下請中小企業の親企業との取り引きにおける立場を規定する競争関係なのである。

また，個別下請企業が受注先企業と取り結ぶ関係も専属的関係の場合も複数の親企業から受注す 

る場合もあるし， その下請関係の性格も従属的下請関係，「自立的」下請関係さらには対等な受注 

発注関係をも含むものとしている（渡辺，1984, PP.16-18)。特定親企業からみた自社の下請企業との' 

取引関係の性格内容は，受注している側の下請中小企業の側からみた場合には，いくつか存在する 

取引の性格内容の一部を構成するにすぎない可能性も存在する。享実，産業機械の多くの分野のよ 

うに非量産型の後械工業の下請中小企業の多くは，このような多様な内容をもつ受注関係を個別中 

小企業として取り結んでいる。逆に見れば，多くの完成機械製造の中堅. 中小企業にとって，この' 

ような多様かつ多面的な受注発注関係をもつ専門加工に特化した下請中小企業が大量に存在するこ 

とが，景気変動等が激しく非量産的な機械の生産に従* し，かつ高い競争力水準を維持することを 

可能にする条件なのである（渡辺，1989, PP.24-26)。

以上のような下請中小企業の側からの下請関係の把握を，これまでの親大企業の側からの下請関 

係の把握と同時に行なうことにより，日本の機械工業の社会的分業の構造は，特定親企業を頂点と 

したピラミッド型の構造ではなく，それぞれの完成品機械工業を頂点とし，据野は各機械工業間で 

重なりあうような構造として描かれることとなる。これをピラミッド構造に対比する意味で山脈的 

構造と名付けた（渡辺，1985 a , P. 16)。

山脈的構造のもとでは，機械工業の各完成品企業はそれぞれの製品について独自の市場を形成し. 

その意味ではそれぞれのを構成することになる。 しかもその峰は大企業分野のみではなく，中堅 

• 中小企業からなる完成品機械分野についても形成されることとなる。さらに，特定の機械製品に 

専門化した部品を生産する企業群は，特定機械を生産する企業群が構成する峰の中腹を形成し，他 

の機械工業分野とは別個のものとして把握される。それにたいして，専門加工企業の多くは，特定

注 （2 ) 例えば，東京都墨田区に立地する金属プレス加工の零細経営の場合，玩具，ライター，機械部品等 

の多様な製品のプレス加工部分を下請受注している。同時に機械部品と玩具との双方を受注している 

経営もあれば，時系列的に加工製品を大きく変えているものもあろ（渡辺，1980, P.146) ここから 

は，プレス加工に専門化した下請企業群の存在と，それらが受注する製品の種類が，個別企業別に見. 

ても非常に幅広いものである可能性をうかがいしることができろ。
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機械分野に専門化することなく，加工企業群• 層として多くの製品分野とのつながりをもち，特定 

加工特化企業間で競争を行なっている。そのため，それらの分野の企業群は機械工業全体の山脈の 

共通の据野の一部を構成するということになる。

このように社会的分業構造を把握することにより，従来の特定親大企業からみた下請関係•構造 

であるピラミッド型の構造もまた，この山脈的構造のなかの一部として位置付けることができる。 

すなわち，親大企業が峰の1つの一部を構成し，それにつながる部品企業との関係，そして部品企 

業と専属的• 非専属的下請関係にある専門加工企業群の関係，この関係には従属的な下請関係と 

「自立的」な下請関係とが存在するといった，特定親大企業を頂点とした階層的下請構造を，この 

山脈的構造のなかから取り出すことも可能となる。同時に，ピラミッド構造だけの把握のなかでは 

無視されてきた，多様な中堅• 中小の後械完成品企業の下請• 外注利用の関係や構造も，この山脈 

的構造は包摂している。しかも，このような把握をするならば，専門加工企業で構成される山脈的 

構造の据野部分について，層としては両者は共有していることが明示的に示される。

以上のような議論の場の設定は，それゆえ，従来の議論のうち第2 の立場の議論を発展させ包摂 

する梓組ということができよう。このような議論の場も，その後の下請研究の展開の過程で，日本 

の機械工業のあり方を社会的分業の関係としてみていく場合，かならずしも十分でないものと理解 

されるようになってきた。この内容については本稿の最後で検討することにし，その前に以上の見 

解の発表以後に発まされた日本の下請関係に対する見解のいくつかについて，それらの議論の場の 

設定という視点から検討を加える。

3 最近の諸見解で設定された議論の場

以下で取り上げる日本の機械工業における下請関係についての諸議論は，1980年代半ば以降にお 

いて発表された見解の中で独自の内容をもち注目にあたいすると考えた議論である。

(1) 下請関係の新たな特色付け

まず，日本の機械工業における下請関係の特色として，1980年代半ばに従来の議論とは異なる特 

色を指摘した代表的見解として，港徹雄，浅沼萬里両氏の見解がある。以下では両氏の見解をそれ 

ぞれ簡単に紹介し，雨氏の見解で設定された議論の場を見て行くことにする。

a 浅沼氏の見解

浅沼氏は，下請関係を「顧客関係」（浅沼，1984, P. 39 )の一形態として把握し，その特色を独立企業 

間等のその他のr顧客関係」と对比しながら検討することを提唱している。「顧客関係」の一形態として 

把握することにより，従来の下請制論が持っていたとする下請関係把握の暖昧さを克服できるとする。

そのためにS動車部品の取引をめぐる自動車メーカーと部品メーカーの関係の実態分析を行なっている。 

そこから明らかになったことは，自動車部品の取引において，「半永久的に続いてい」（P.40) く取引関係 

における納入量と価格の決定が問題だということである。「数量調整のほうが，価格調整より頻々と行な 

われている」（P.41)こと，モデル. チュンジごとに「重要な取引関係のふし目が来る」（P.41) こと等が
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明らかにされたと指摘される。さらには，「完成車メーカーは当然のことながら，部品価格に低下方向へ 

の圧力をかける誘因を持つが， …ある程度の抑制力」（P.44)が働いていること等を指摘している。

以上のような自動車部品の取引をめぐる「契約的枠組」（P.45) のもつメカニズムが明らかにされたう 

えで，部品の設計を部品メーカーが行なう「承認因メーカー」（P.47) と図面を与えられて生産を行なう 

r貸与図メーカー」（P.47)に分けることを提唱している。このような取引関係の内容の違いに，浅沼氏は 

部品メーカーのr進化の諸段階」（P.48)を見出している。

下請関係を顧客関係の一形態として把握し，また部品企業を2類型に分類することにより，下請企業と 

いう概念のもつ暖昧さを克服することができるというのである。

以上が浅沼氏の議論のごく要約的な紹介であるが，設定された議論の場としてみた場合の特徴は, 

浅沼氏自身も明示的に述べているように，「顧客関係」「一つの部品の取引に関する契約的枠組」と 

いった取引関係そのものの特色の解明に議論を限定していることにある。本稿では浅沼氏の下請取 

引関係の特色把握が，どこまで成功しているかは主たる関心まではない。それゆえ，自動車メーカ 

一と部品メ一力一の取引関係の内容をそれ自体として新たな視角から明らかにしたことの意義と，

この取引関係をもって下請関係を代表させる，あるいはその検討から下请関係全般につ'^、ての議論 

を直接的に行なうことの拙速さのみを指摘しておきたい。

本稿との関連で特に問題としたいのは，浅沼氏の下請制論が下請取引関係の特色の解明に終始し 

ていることである。新たな視角による下請制論であると唱えながら，新たな点としては，自動車部 

品取引に対象を限定することにより，従来の取引の特色把握以上に詳しく取引内容を明らかにしえ 

た点が指摘しうろに過ぎない。議論の場の設定としては，新たな視角設定どころ力S もっとも古典 

的な特色把握そのものに限定されたものとなっている。

これまでの下請制論の基本的なあるいは主たる不十分さは，下請取弓I関係の特色の内容的把握の 

不十分さにあるとは言■えない。別稿(渡辺，1985a)で既に検討したように，1980年代初頭における従 

属論の検討の中で，下請関係の親大企業から見た効率性上の意義については，かなりの研究蓄積が 

存在する。新たな下請制論に求められるのは，このような従属論が解明した取引関係の特徴が，何 

故形成されたのかあるいは再生産されているのか社会的分業関係や競争関係の中に位置付け検討し 

さらに大企業から見た場合に欠落する部分を位置付けられる枠組を提起することであると考える。

以上のような意味において，浅沼氏の提起した新たな下請制論は，概念上の新奇さほどには，下 

請研究の深化には貢献していない。その基本的な理由としては，浅沼氏がこれまでの日本における 

下請研究の蓄積，特に最近時の研究成果を，ほぼ完全に無視して自らの研究を進めていることにあ 

るといえよう。

b 港氏の見解

次に港徹雄氏の議論を見て行くことにすろ。ここでは港氏が1988年に発表された論稿を中心に氏 

の議論を検討する。氏の議論に関しては，1984年に発まされた論稿（港，1984)について別稿（渡 

辺，1985 a ) で検討を加え，「支配従属論. 準爱直統合論」として整理することができ，特にその中
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でも重層的な下請関係の持つ情報コスト適減の効果に注目する議論として紹介した（渡辺，1985a, 

P.8)。 その後の展開の中で，港氏は下請関係の特色付けと一般的な競争関係からの説明から一歩踏 

み込んだ議論を展開している。以下ではその概要を紹介し，その議論の設定する場を見ていくこと 

にする。

最近の論稿（港，1988)で港氏は，先ず日本の下請関係の持つ大きな特色を，「状況変化に対して取引 

内容を柔軟に調整することを可能に」（PP. 7-8)する形として，「企業間取引の大部分が* 実上「契約書な 

き取引」によって遂行されているにもかかわらず，取引に伴う摩擦やトラプルが非常に少なく円滑な取引 

関係が持続している点」（P .8 )に見出し，同時に，「日本の下請工業の生産性や生産技術の高さは，特定 

の親企業への依存度が高く，長期継続的な取引関係から結果される学習（習熟）効果が高いこと」（P. 9), 

r下請企業において労働生産性を■的に高めるような専用機械が大幅に導入されるようになったこと」 

(P.9) も特色として強調している。前者の特色と後者の特色とが共存することは通常r取引コストを著し 

く高めろJ (P .9)のであるが，日本の下請関係においては「企業間の有機的連携を伴う企業間取引を円滑 

に制御するため」の 「取引先との強い信頼関係」（P .9 ),すなわちrr信頼」財」(P.10)が存在し，r リス 

ク.プレミアムを大幅に節約している」（P.1の とする。

以上が港氏による日本の下請関係に対する基本的な特色付けであるが，氏の議論の特色は，議読をここ 

で終らせたり，あるいは特色をごく一般的な議論で説明したりすることなく，氏の言う「信廣」財の形成 

を，日本の戦後の状況から説明しようとしていることである。

すなわち，「企業間取引の円滑さが維持されているのは，信頼関係の維持を促すような社会経済的枠組 

が確立されていろからである」CP.1のとし，この枠組確立の根拠を，そのr逸脱に対する制裁」（P.1の 

を伴う「社会的規範の確立」（P.1のに求めていろ。さらに，機械工業での下請関係について戦中そして 

戦後と振り返り，昭和40年不況を契機として，先に見た「下請取引における社会的規範の内容が明確に認 

識されるようになった」（P.17)と指摘している。さらにr低成長経済への移行後も，……比較的高い成 

長を維持してきたため下請取引における社会的規範もかろうじて維持されてきた」（P.18 )とし，今後の 

変化の可能性を示唆している。

以上港氏の最近の議論を要約的に紹介したが，長期的な需要拡大過程で，親大企業と下請中小企 

業が長期的かつ安定的取引を追及することの双方にとっての有利性を認識していたことの重要性を， 

氏が強調したことの意義を，十分理解することができる。しかし，それを何故「社会的規範」と見 

なけれぱならないのか，一定の状況下で経験的に相互に認識された利言の一致としてみてはいけな 

いのか，この点に根本的な疑問が存在する。

内容的な疑問は別途問題とすることにして，ここでは港氏の議論の場を問う必要がある。下請関 

係の特色付けにおいて，機械工業全般のあり方ではなく親大企業と下請中小企業との関係に議論を 

絞っていること，同時にその特色をもたらしている根拠として，戦中.戦後の日本の機械工業の置 

かれた状況を重視していることの2 点が大きな特徴といえる。前者の下請関係の#色付けを親大企 

業と下請中小企業との関係に絞り，そこで際立つ特色を指摘するという意味では，設定された議論 

の場としては別稿で検討した「支配従属• 準垂直統合論」や先の浅沼氏の見解と共通である。
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港氏の議論の論理的枠組の設定の特徴として注目すべきは，後者の日本の機械工業での下請関係 

の特色を，戦後の日本機械工業に対する長期的需要の趨勢から説明していることである。私が日本 

の機械工業での下請関係の内実の形成とその変化をめぐって，高度成長期の日本の機械工業の状況 

を重視した（渡辺，1984/1984 (下)，PP. 9-14)のと共通の設定といえよう。そのことにより，下請関 

係を競争一般から，あるいは日本社会の伝統から説明するのではなく，具体的な下請関係の置かれ 

た状況からの說明となり，動態的な，変化する下請関係の理解が一応可能となっている。

(2) 収奪関係重視への回帰

以上の議論はいずれも日本の下請関係の特色に，収奪的関係以外の点を見いだし，その点を強調. 

する中で現代日本の下請関係の意義を考えようとするものである。それに対して，以下で検討する 

永山利和氏（永山，1988)の見解は大きく異なる。私の議論を含め，下請関係の収奪関係以外の側面 

を重視して考察することを批判し，かつて展開されたように収奪関係を軸に現代日本の下請関係の 

意« を明らかにしようとする。以下では，その内容を簡単に紹介するとともに，そこで設定された 

議論の場を見ていく。

下請関係の生じる根抛を，永山氏は「一つのまとまった生産工程の特定部分が外部に離脱，剝離してい 

る」（P .9 )関係の中で把握し，下請関係をr再生産論的視点からも相互依存•補完関係にある」（P.11)と 

する。このような視点に立ち，「特殊. 具体的な分業関係をとっている」（P.12)ゆえに，下請関係は「技- 

術的に特殊な依存関係を有している」 (P.12)ことになり，「特定資本による特定資本にたいする収奪とな 

る」（P.12)とする。すなわち，下請企業は「通常の産業資本の循環運動ではなく，部分的，不完全な産 

業資本である」(P.17 )ことにより，「不利性」を，「経済的な支配. 収奪を受容しなけれぱならない」（P. 

17 )ことになる。さらに，永山氏は下請企業が「単純化し，特殊化した生産工程を持つこと」（P.17)力;， 

専門化や固定資本の稼動率の上昇により社会的な効率化に効果を発揮しうるとする。

以上の紹介からも分かるように，永山氏の議論は収奪関係の存在を強調し，しかもその根拠を下 

請企業が担う生産工程上の特徴に求めている。下請企業はその担う機能ゆえに必然的に収奪されろ 

という議論といえる。氏の議論は，収奪関係を発注側企業間の競争と下請企業の専門化•特化した 

分野 • 市場での競争との相互関連に求める見解とも大きく異なり，企業が担う生産機能による取弓[ 

上の地位決定論といえる。

収奪関係的側面を強調していることで，これまで見てきた浅沼氏の議論等と大きく異なるように 

見えるが，生産工程上で担っている機能のみに注目しているという意味で，発注側親大企業と下請 

企業との直接的関係のみを問題にしているといえ，このかぎりでは浅沼氏等と非常によく似た問題 

設定の梓組であるといえる。

(3) 専門加工企業強調論のその後

次に，かつて「専門加工企業強調論」として整理した論者たちの最近の見解を紹介する。この見 

解の代表的な論者である清成忠男氏は，別稿（渡辺，1985a)で紹介した論稿の8 年 後 の 論 文 （清 

成，1988)で，以下の様に日本の機械工業の下請関係について論じている。
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ここで取り上げる清成氏の論稿の特色の1つは，「長期的な視点から大企業と下請中小企業の新しい関 

係を構築することが必要になった」（P .6 )とし，その結果として「短期的な視点に立つ「収奪」は後退し， 

専門能力を媒介にした「協力」関係が次第にクローズアップされるようになった」（P.6) という主張に明 

白に表われている。収奪的利用は，長期的な視点や專門能力利用とは排反事象であるという認識である。

今1つの特色は，依然として，下請中小企業の技術水準の上昇を強調し，「昭和60年以降の円高の進展 

のなかで，下請中小企業の合理化は一段と進んだ」（P .8 )ことを指摘している点である。このこと力'、「取 

引先の多様化」「脱専属の動き」r特定親企業への依存度の低下」（P.10)へとつながり，企業関係は「下 

請企業の側から見ると，むしろネットワーク状」(P.11 )という状況をもたらしていることになる。

すなわち，この論稿では，最近の機械工業の下請関係の特色として，下請中小企業の技術水準の一層の 

高度化と大企業との長期的視野に立った関係の強化が強調されているということになる。それが専門能力 

を媒介とした協力関係をもたらし，ネットワーク状の企業関係へとつながっているというのである。

以上見てきたように，清成氏のかつての脱下請そして専門加工企業化を強調したものに比べ，よ 

り伝統的な下請関係理解になっているといえる。そのなかでの下請中小企業の技術水準の上昇の再 

度の強調といえよう。

内容上の特色と同時に，下請関係理解のための議論の場の設定の仕方としてみても，下請関係そ 

れ自体のみと下請中小企業の技術水準を見るのみであるという特色がある。これは先に私が，清成 

氏による藤田敬三氏に代表される下請制論の批判が，収奪即技術的停滞の論理を技術発展即収奪否 

定とひっくり返しただけにすぎないと指摘した（本稿，P.48)際の論理設定と，ほとんど変化がな 

い。ただ脱下請から下請中小企業のネットワークと呼び方を変えたにすぎない。議論の場の設定と 

いう側面での方法的深化は全く存在しない。

(4) 問題性への還元の進展

次に，さきに「問題性遺元論」の論者の一人として紹介した池田政孝氏の最近の論稿を紹介し， 

その議論の展開を見る。

池田氏の最近の論稿（池田，1987)もまた，従来からの氏の日本の下請関係の特徵に関しての強調点で 

ある「日本型下請システムの中核をなすわが国独特のサプ.アッセンプリィーアッセンプリィ型下請企業 

の実態」（P.15)について，r日仏英米の自動車電装品メーカーのケーススタディ」（P.15) を通してみて 

いる。

r労働力不足と賃金高腾」（P.16)に対処するための手段としてサプ.アッセンプリィ企業の意味を強 

調することにおいても，これまでの氏の主張点と変わることがない。しかし，新たに強調された点として 

法目すべきは，このような日本里の下請関係を特色付けるサプ. アッセンプリィ11下請企業が，1960年代 

後半以降の労働力不足のなかで，「大企業が従来社内で担当してきた労働集約的な組立加工工程を外部に 

分担させるために積極的に作り出した部分」（P.17)として把握されていることである。しかも，このよ 

うな型の下請企業の利用が，「1970年代後半期に入って，わが国経済も低成長期を迎え，多品種少量生産 

傾向がより一層強まりつつ」（P.17)あることにより，より積極的に推進されているとしているのは注目 

される。
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以上のように，池田氏はこれまでの氏の議論を前提とし，その形成の論理を，より明確な形で， 

日本の高度成長期の労働力市場の状況に求める形で，深化せしめているといえる。しかし同時に，

池田氏の議論は，サプ . アッセンプリィ型下請企業のみに注目し，日本の下請関係の特色の把握を 

非常に狭い範囲の関係のなかに見出し，依然として低賃金労働力を生産性高く利用することができ 

ることに着目するという，力のて「問題性遺元論」として批判した内容をそのまま保持している。

なお，議論の場の設定の仕方という観点から見れば，池田氏の議論は，港氏の議論と，下請関係 

を親大企業と下請中小企業との直接的関係のみに置いてみている点で共通している。さらにそれを 

日本の機械工業の置かれた戦後の歴史的状況から説明していることでも，両者は共通の議論の場の 

設定であるといえよう。

(5) 既存議論で設定された議論の場とその限界

以上見てきた見解は，1980年代半ば以降の下請制論として，これまでの下請制論に何らかの新た 

な論点を付け加えた見解といえる。その意味で注目すべき見解なのである。

しかし議論の場の設定の仕方という観点から見るならば，これらの議論には，日本の機械工業 

における個別の下請関係に見られる特色• 独自性に注目しているところに，何よりも共通している 

特徴がある。さらに，これらの議論の中には，下請関係の特色付けのうえで，その特色をもたらす 

ものを説明する際，戦後の日本の状況を重視している議論が多く存在している。同時に，いくつか 

の議論は，独占資本主義における中小企業間の競争関係が下請関係に与える影響に注目するという， 

かなり一般的な形での競争の論理を議論に組み込んでいるといえる。

以上のように最近の議論の場の設定の仕方をまとめることができよう。かつて別稿（渡辺，1985 

a ) で提起した枠組設定と対比しても，かなり狭い枠組設定が依然として一般的なのである。

なお，下請制についての議論の場の設定としては例外的なのが，三弁氏（三弁，1986) による場の 

設定である。三井氏は最終的には，下請制論が「「企業間関係」 の次元に留ま」(P.26)ることなく， 

IT資本 • 賃労働」関係，また r労働過程の編成と管理」という大梓から……今一度論理を再構成す 

る」（P.26)ことの必要性を強調している。経済社会の労働力編成の一環として下請制を位置付ける 

ことの必要性を指摘している。

しかし，再構成される下請-制は「下請「集団」」CP. 25 )として把握されるものであり， この-集団 

は，諸企業が市場を媒介とした関係に基づき構成しているものであるにもかかわらず，「全体とし 

ては，あたかも一個の「生産力」と見なしうるほど，一体的で，労働力と生産手段の合理的な配置 

を持ち，統一的な「指揮」の下にあるものとして機能する」（P.25) 存在としてとらえられるもので 

ある。

すなわち，三井氏の把握の仕方は，一方で下請関係を労働力編成の大梓の中で考察することの必 

要性を提起するという意味で，非常に大きな，しかも最終的な位置付けとして究めて妥当な枠組設 

定となっている。このかぎりにおいて，われわれもまた，最終的にこのような枠組の中で，下請関 

係を考察する必要があると考える。
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問題は，このような最終的な位置付けの場の前提となる下請関係それ自体を，どのような存在と 

して把握するかという点である。三井氏の場合，下請集団としての親大企業とその下での下請中小 

企業群によって構成されるま団のままりとして，下請制が把握されている。氏のg われる「"今日 

典型的な" 「下請制」形態」（P.25)である rr階層的」工場下請」（P.25) 単位に下請制が考察されろ

というのである。

別稿（渡辺，1983/1984)で強調したように，下請制を親大企業が個別の下請中小企業を一つの企業 

単位で下請企業として包摂する関係と見るべきではなく，何よりも取引上の関係として把握すべき 

ことを提起した。個別の中小企業が，下請企業としても，多様な親企業と多様な下請関係を取り結 

びうることを明示的に示すものとして，このような把握は重要である。

下請制を，特定親企業の下での下請企業集団単位に考えるのではなく，多様かつ多面的な下請関 

係の集合として考える時，機械工業の社会的分業構造の一部を下請企業集団の*合が形作ると見る 

ことはできない。そうではなく，機械工業全体の社会的分業構造の中に多様かつ多面的な下請関係 

が組み込まれていると見るべきである。それを親企業の側から見る時にのみ，当該親企業と特定の 

下請関係を持つ下請企業の* 合ゆえに，特定親企業にとっての下請企業集団の存在が見えてくる。

以上の様な認識により，三井氏が提起された経済全体の労働力編成の中に下請制を位置付けるべ 

きであるという視座については，今後の課題として受け入れる必要があると考える。しかし，そこ 

に至る前段階の議論の場の設定として，機械工業の社会的分業の一部を担う下請企業*団の群れと 

いう設定は，受け入れることのできるものではない。

このように，最近の下請制に関する多くの論稿は，議論の場の設定が狭すぎ，例外的に設定に関 

する広範な問題提起を行なっている三井氏の場合にも，機械工業の社会的分業の中で下請関係を位 

置付けるには，機械工業内での下請関係を下請* 団とされたことにより狭すぎる設定となっており， 

下請関係の多様性や多面性を把握しえないものとなっている。

第 2 部では，下請制についての認識を簡単に示しながら，そのような認識に基づくならば，どの 

ような論理的梓組の設定が必要であるかを検討して行くことにする。
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